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第三者割当による新株式発行に関するお知らせ 

 

 

当社は、本日開催の取締役会において、株式会社三井住友フィナンシャルグループ（以下、「SMFG」）及び

SMFG の完全子会社である株式会社三井住友銀行（以下、「SMBC」）への第三者割当による新株式の発行（以下、

「本第三者割当増資」）について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。当社は、本第三

者割当増資に関して、SMFG との間で、平成 23 年９月 30 日付で株式引受契約を締結しており、当該株式引受

契約において、当社の新株式を第三者割当の方法により SMFG（SMFG が別途指定した場合には、SMBC）に対し

て割り当てる旨を合意しており、SMFG 又は SMBC のいずれか一方のみが申込みを行うことが予定されておりま

す。すなわち、本第三者割当増資は、最終的にはSMFG又はSMBCのいずれか一方に対してのみ割り当てられる

予定です。 

なお、当社は、本日開催の取締役会において、本第三者割当増資の払込期日前に行われる、SMBC による当

社の発行済普通株式、新株予約権及び新株予約権付社債の全てを対象とする公開買付け（以下、「本公開買付

け」）に関して、①公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、②当社の株主の皆様が本公開買付けに応募

することを推奨する旨、並びに③新株予約権及び新株予約権付社債に関して本公開買付けに応募するか否かに

ついては、新株予約権の保有者及び新株予約権付社債の保有者の皆様のご判断に委ねる旨併せて決議いたして

おります。 

当社、SMFG及びSMBCは、SMBCが本公開買付けにより当社の発行済普通株式の全て（当社が保有する自己株

式を除きます。）を取得できなかった場合には、原則として、関係当局の許認可等を前提に、本公開買付け後

に SMFG を株式交換完全親会社、当社を株式交換完全子会社とする株式交換（以下、「本株式交換」）を行うこ

とにより、SMFG が当社を完全子会社とすること（以下、「本完全子会社化手続き」）を企図しております。な

お、当社、SMFG 及び SMBC は、本株式交換が、当社株主の皆様の意思を適切に反映し、その賛同を得た上で実

施されることを確保するとの観点から、(i)本公開買付けに対して応募された当社株式の総数が当社の発行済

株式総数（自己株式を除きます。また、本第三者割当増資において発行される株式数は含みません。）から本

公開買付けに係る公開買付届出書の提出日現在において SMBC の保有する当社株式の数を控除した数（以下、

「少数株主保有株式数」）に占める比率（以下、「少数株主応募比率」）が 50％超に達した場合（この場合、当

社が平成 23 年８月 12 日に提出した第 51 期第１四半期報告書に記載された平成 23 年３月 31 日現在の総株主

の議決権 2,535,922 個に対する本公開買付け後の SMBC の保有議決権の比率は 61.02％（小数第三位を四捨五

入）超となります。）には、本完全子会社化手続きの実施につき当社の株主の皆様の十分な理解が得られたも

のと判断し、本株式交換を実施いたしますが、(ii)少数株主応募比率が 50％以下となった場合においては、

本公開買付けに対して応募された当社株式の総数に本公開買付けにおける応募勧誘の際又は本公開買付け後に

本株式交換に賛同する旨の意向を表明した当社株主（SMBC を除きます。）の保有する当社株式の数を加えた数

が、少数株主保有株式数から所在不明等により本公開買付けにおいて応募勧誘を直接行うことができなかった

株主の保有株式数を控除した数に占める比率が50％超に達したものと、当社、SMFG及びSMBCにおいて確認し

た場合に限り、本株式交換を実施するものとし、かかる確認ができない場合には、本株式交換の実施を見合わ

せ、又は本株式交換の内容を変更することができる旨合意しております。但し、いずれの場合も、本株式交換

の実施は、当社の第三者委員会から本株式交換の実施及び内容につき少数株主に不利益でない旨の意見を取得

することを条件とします。 
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また、本公開買付け及び本株式交換を含む SMFG による当社の完全子会社化並びに本第三者割当増資を含む

一連の取引（以下、「本件取引」）の概要及びその条件等につきましては、当社による本日付け「三井住友銀行

による当社株式等に対する公開買付けに関する賛同意見表明のお知らせ」並びに SMFG、SMBC 及び当社による

本日付け「三井住友フィナンシャルグループによるプロミスの完全子会社化に向けた基本契約締結等のお知ら

せ」も併せてご参照ください。 

本第三者割当増資は、当社の財務基盤の強化等を目的として行われるものであり、本公開買付けの結果にか

かわらず実施されること（但し、当社取締役会による本公開買付けに賛同し当社株主の皆様に対して本公開買

付けへの応募を推奨する旨の意見表明に係る取締役会決議を変更又は撤回しないこと等の一定の条件が合意さ

れています。）が予定されております。 

なお、本第三者割当増資の割当先は、本公開買付けの結果を踏まえ、本完全子会社化手続きの実施の有無を

勘案して、平成 23 年 12 月上旬を目処に、本完全子会社化手続きが実施される見込みである場合には SMFG に、

そうでない場合には SMBC に決定される予定です。本第三者割当増資の割当先が決定し次第、別途お知らせ致

します。 

 

記 

 

１．募集の概要 

（１） 払 込 期 日 平成23年12月26日 

（２） 発 行 新 株 式 数 普通株式 225,988,700株 

（３） 発 行 価 額 １株につき 金531円 

（４） 調 達 資 金 の 額 119,999,999,700円 

（５） 
募集又は割当方法 

（ 割 当 予 定 先 ） 

第三者割当の方法により、全株式をSMFG又はSMBCに割り当てる予定で

す。 

（６） そ の 他 

上記各号については、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律に

おける株式取得に関する計画届出書の受理、及び金融商品取引法に基づく

有価証券届出書の効力発生並びに関係当局の許認可等を条件とします。 

（注１）SMBC は、当社の株式取得に関する計画届出書を、平成 23 年９月 30 日に公正取引委員会に提出して

いるとのことです。 

（注２）なお、本第三者割当増資は、本公開買付けの結果にかかわらず実施されること（但し、当社取締役会

による本公開買付けに賛同し当社株主の皆様に対して本公開買付けへの応募を推奨する旨の意見表明に係る取

締役会決議を変更又は撤回しないこと等の一定の条件が合意されています。）が予定されております。 

 

 

２．募集の目的及び理由 

消費者金融業界においては、利息返還請求の高止まりに加え、上限金利規制や貸金業者に対する総量規制の

導入に伴う市場規模の縮小といった厳しい事業環境に直面し、業界各社は営業貸付金残高の減少を余儀なくさ

れており、経営環境は依然として厳しい状態が続いております。こうした環境の中、当社は、平成 22 年１月

に発表した事業構造改革プランに基づき、コスト構造改革及びグループ経営資源の選択と集中による効率化を

断行し、経営基盤を整えてまいりました。 

しかしながら、本日公表いたしました「業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」に記載のとおり、

平成 24 年３月期第２四半期末において約 3,900 億円の利息返還関連の引当金（利息返還損失引当金、及び貸

倒引当金中の利息返還にかかる元本充当分を含みます。以下同じ）の計上が必要となった結果、同引当金の追

加繰入れを実施し、それに伴い当社は、平成 24 年３月期第２四半期累計期間において 2,034 億円の当期純損

失を計上し、自己資本が大幅に毀損することとなります。 

このような状況の下、当社は、当社の財務基盤に対する大きな制約要因となっている利息返還請求への抜本

的な対応により毀損した当社の財務基盤を早急に改善させ、将来の成長戦略に向けた積極的な施策の推進を可
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能とすることが必要不可欠であると判断し、本第三者割当増資を決定するに至りました。 

本第三者割当増資による調達予定額は約1,200億円であり、当社は、このような多額の必要資金を早期かつ

確実に調達し、財務基盤の強化を図るための方法として、コンシューマーファイナンス事業を、中長期的に、

個人消費を支えるリテールビジネスのラインナップの一つとして重視していきたいと考え、かつ、既に当社グ

ループをコンシューマーファイナンス事業における中核的存在の一つとして位置づけている SMFG グループを

引受先とする本第三者割当増資を行うことが、経営上合理的なものであると同時に、最も有効な手段であると

判断いたしました。本第三者割当増資は、SMFG グループとして、個人の金融取引複合化の観点からリテール

ビジネスの中核事業の一つとなるコンシューマーファイナンス事業を一層強化、育成するものであり、「質、

量ともに No.1 のコンシューマーファイナンスカンパニーの実現」を目指す当社の企業価値の向上に寄与する

ものであると判断しております。 

 

 

３．調達する資金の額、使途及び支出予定時期 

（１）調達する資金の額 

① 払 込 金 額 の 総 額 119,999,999,700円 

② 発 行 諸 費 用 の 概 算 額 700,000,000円 

③ 差 引 手 取 概 算 額 119,299,999,700円 

（注）発行諸費用の概算額には、アドバイザリー費用、弁護士費用、登記費用その他の費用が含まれます。 

 

（２）調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期 

具体的な使途 金 額（百万円） 支出予定時期 

米ドル建無担保社債の償還 60,500 平成24年６月 

借入金の返済 19,500 
平成24年２月～ 

平成24年６月 

営業推進に向けた投資 39,300 
平成23年12月～ 

平成27年９月 

システム更改 25,000 
平成23年12月～ 

平成27年９月 

営業チャネルの整備 10,000 
平成23年12月～ 

平成25年３月 
 

海外展開等 4,300 
平成23年12月～ 

平成25年３月 

（注）支出時期までの資金管理につきましては銀行預金で運用する予定です。 

 

 

４．資金使途の合理性に関する考え方 

上記「２．募集の目的及び理由」に記載のとおり、当社の自己資本は、利息返還関連の引当金の積み増しに

より大幅に毀損する見込みであり、財務基盤の強化が急務の課題となっております。 

このような状況下、本第三者割当増資による差引手取概算額119,300百万円を、上記「３．調達する資金の

額、使途及び支出予定時期」の「（２）調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期」に記載のとおり、米

ドル建無担保社債の償還（60,500 百万円）や借入金の返済（19,500 百万円）に充当し、残額については、シ

ステム更改、営業チャネルの整備、海外展開等の営業推進に向けた投資に充当することにより、当社の収益拡

大に向けた施策が可能となるとともに、自己資本の拡充及び手元流動性の確保による財務基盤の安定性を大き

く高めることができると考えております。 

 

 

５．発行条件等の合理性 
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（１）払込金額の算定根拠及びその具体的内容 

払込金額につきましては、本第三者割当増資に係る取締役会決議日の前営業日である平成23年９月29日の

株式会社東京証券取引所（以下、「東京証券取引所」）における当社普通株式の終値に 0.95 を乗じた金額であ

る 531 円（小数点以下切り捨て）といたしました。当社は、SMFG、SMBC 及び当社から独立した第三者算定機

関であるアーンストアンドヤング・トランザクション・アドバイザリー・サービス株式会社（以下、「E&Y」）

に対して、当社の株式価値の算定を依頼し、平成23年９月28日付でE&Yから株式価値算定書を取得しており

ます。E&Yによる当社の株式価値の算定結果は、以下のとおりであります。 

E&Y は、当社の株式価値を算定するに際して、当社より提出された当社の事業計画等を検証のうえ、多面的

に評価することが適切であると考え、市場株価法、ディスカウント・キャッシュフロー法（以下、「DCF 法」）

及び修正簿価純資産法を用いて当社の株式価値算定を行いました。 

 

(a) 市場株価法 

E&Y は、市場株価法が上場会社の株式市場における株価を基に株式価値を判断する方法であり、上場会社の

株式価値評価に適した最も客観的な評価手法であると考え、市場株価法を採用しています。E&Y は、当社が平

成 23 年３月期の決算発表を実施した平成 23 年５月 13 日の翌営業日（同月 16 日）から同年９月 28 日までの、

東京証券取引所市場第一部における当社の普通株式の終値の最大値及び最小値を基に、当社の普通株式１株当

たりの価値を492円～722円と算定しました。 

 

(b) DCF法 

E&Y は、DCF 法が企業の事業活動によって生み出される将来のキャッシュフロー（収益力）に基づく評価手

法であり、継続企業（ゴーイング・コンサーン）の価値評価を行う上で適した手法であると考え、DCF 法を採

用しています。E&Y は、当社より提出された当社の事業計画等を基礎として、当社株主に帰属する将来キャッ

シュフローを、一定の割引率で現在価値に割り引くことによって、当社の普通株式１株当たりの価値を312円

～569円と算定しました。 

 

(c) 修正簿価純資産法 

E&Y は、修正簿価純資産法が貸借対照表上の資産及び負債を基礎として時価に基づく含み損益を反映させた

純資産価額によって株式価値を評価する手法であり、金融資産が主要資産である当社に適した評価手法である

と考え、修正簿価純資産法を採用しています。E&Y は、平成 23 年３月 31 日現在の当社の連結貸借対照表の簿

価純資産額に、資産及び負債の時価評価に伴う加減算額を調整し、また平成 23 年３月 31 日から同年６月 30

日までの簿価純資産の変動を反映して修正純資産額を算出し、当社の普通株式１株当たりの価値を97円～193

円と算定しました。 

 

なお、E&Y は当社の株式価値算定にあたり検討した公開情報及び当社から提供を受けた財務に関する情報そ

の他一切の情報が正確かつ完全であることを前提としており、独自にそれらの正確性及び完全性についての検

証は行っておりません。また、E&Y は当社から提供を受けた財務予測その他将来に関する情報については、当

社の経営陣により現在可能な最善の予測と判断に基づき合理的に作成されたこと、当社の経営陣の予測に従い

当社の財務状況が推移することを前提としており、E&Y は独自の調査をすることなくこれらの予測及びこれに

関連する資料に依拠しております。E&Y による当社の株式価値の算定は、当社による本日付「業績予想及び配

当予想の修正に関するお知らせ」の内容、平成23年９月28日までの当社に関する追加情報及び経済条件等を

反映したものであります。 

 

当社は、上記の株式価値算定書における算定結果等に基づき検討した結果、直近の当社株式の市場価格は、

各手法に基づく当該算定結果において示された当社の株式価値の範囲内又はそれを上回るものであり、直近の

市場価格に基づくものが合理的であると判断しており、当社の株式市況、払込期日までの相場変動の可能性、

当社の発行済株式数、当社の財務状況、事業環境、割当先による引受可能性等も総合的に勘案し、上記払込金

額を決定いたしました。 



 

 

 

- 5 -

なお、上記払込金額は、本第三者割当増資に関する取締役会決議日の前営業日（平成23年９月29日）まで

の１ヶ月間（平成23年８月30日から平成23年９月29日まで）の東京証券取引所における当社普通株式の終

値平均 528 円（小数点以下を切り捨て）に対しては 0.6％（小数点以下第二位を四捨五入）のプレミアム、

３ヶ月間（平成23年６月30日から平成23年９月29日まで）の東京証券取引所における当社普通株式の終値

平均 602 円（小数点以下を切り捨て）に対しては 11.8％（小数点以下第二位を四捨五入）のディスカウン

ト、６ヶ月間（平成23年３月30日から平成23年９月29日まで）の東京証券取引所における当社普通株式の

終値平均 605 円（小数点以下を切り捨て）に対しては 12.2％（小数点以下第二位を四捨五入）のディスカ

ウントとなります。 

上記払込金額につきましては、本第三者割当増資に係る取締役会決議日の前営業日の当社普通株式の終値を

前提とすれば、日本証券業協会の「第三者割当増資の取扱いに関する指針」の原則に準拠したものであり、会

社法第199条第３項に規定されている特に有利な金額には該当しないものと判断しております。 

なお、当社取締役のうち、渡邊正三氏は平成 23 年まで、岩波雅彦氏は平成 22 年まで、それぞれ SMBC の従

業員であったため、利益相反の回避の観点から、いずれも当社取締役会の本第三者割当増資を含む本件取引に

関する審議及び決議には参加しておらず、また、SMFG 及び SMBC との協議・交渉にも参加しておりません。本

第三者割当増資に係る平成23年９月30日開催の取締役会においては、上記２名の当社取締役を除く取締役全

員が出席し、その全会一致により上記決議を行っております。また、当該取締役会には、当社の監査役４名全

員（社外監査役２名を含みます。）が出席し、いずれも、上記決議に異議はない旨の意見を述べております。

また、当社は、上記株式価値算定書と同日付で、E&Y から、本第三者割当増資の払込金額が株式価値算定書に

おける各手法に基づく算定結果の範囲内又はそれより高いこと等を勘案し、本第三者割当増資の払込金額が当

社の SMBC 以外の普通株主にとって一定の範囲内において財務的見地から妥当である旨の意見書を取得してお

ります。 

 

（２）発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 

本第三者割当増資により増加する株式数は 225,988,700 株（議決権数 4,519,774 個）であり、希薄化率は

167.6％（議決権における割合 178.2％）（小数点以下第二位を四捨五入）となります。しかしながら、上記

のとおり、本第三者割当増資によって、利息返還請求への抜本的な対応により毀損した当社の財務基盤を早期

に改善させることができるとともに、SMFG グループとの関係をさらに強化した上で、中長期的な収益拡大に

向けた積極的な営業展開を実行していくことが可能となり、当社の企業価値及び株式価値の向上に資するもの

であると考えております。したがって、本第三者割当増資における株式の発行数量及び希薄化の規模は、既存

株主の皆様にとっても合理的であると判断いたしました。 

 

なお、上記「（１）払込金額の算定根拠及びその具体的内容」及び「（２）発行数量及び株式の希薄化の規模

が合理的であると判断した根拠」について、下記「９．企業行動規範上の手続きに関する事項」に記載のとお

り、当社は、当社と独立した弁護士１名及び社外監査役２名の合計３名で構成された第三者委員会を設置し、

同委員会より、本第三者割当増資により資金調達を行う必要性が認められ、また、発行方法及び発行の条件は

相当であると認められる（当社の SMBC 以外の少数株主にとって本第三者割当増資に係る当社取締役会の決定

が不利益なものでないこと、及び、上記払込金額が会社法第199条第３項に規定されている特に有利な金額に

は該当しないことを含みます。）旨の意見を得ております。 

 

 

６．割当予定先の選定理由等 

（１）割当予定先の概要 

（１） 名 称 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 

（２） 所 在 地 東京都千代田区丸の内一丁目１番２号 

（３） 代表者の役職・氏名 取締役社長 宮田 孝一 

（４） 事 業 内 容 傘下子会社の経営管理、並びにそれに付帯する業務 

（５） 資 本 金 2,337,895百万円（平成23年３月31日現在） 
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（６） 設 立 年 月 日 平成14年12月２日 

（７） 発 行 済 株 式 数 

1,414,125,626株（平成23年３月31日現在） 

※ 普通株式：1,414,055,625株 

※ 優先株式：70,001株（平成23年４月１日に、本優先株式の全株式につ

き取得及び消却済み） 

（８） 決 算 期 ３月31日 

（９） 従 業 員 数 61,555名（連結）（平成23年３月31日現在） 

（10） 主 要 取 引 先 該当事項はありません。 

（11） 主 要 取 引 銀 行 該当事項はありません。 

（12） 大株主及び持株比率 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）  6.21％ 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）  5.45％ 

SSBT ODO5 OMNIBUS ACCOUNT - TREATY CLIENTS 

（常任代理人 香港上海銀行東京支店）   2.18％ 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口９）  2.08％ 

MELLON BANK, N.A. AS AGENT FOR ITS CLIENT MELLON OMNIBUS US PENSION 

（常任代理人 株式会社みずほコーポレート銀行 決済営業部） 1.21％ 

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505225 

（常任代理人 株式会社みずほコーポレート銀行 決済営業部） 1.21％ 

株式会社SMFGカード＆クレジット    1.09％ 

日本生命保険相互会社     1.09％ 

NATSCUMCO 

（常任代理人 株式会社三井住友銀行）   1.01％ 

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 

（常任代理人 株式会社みずほコーポレート銀行 決済営業部） 0.98％ 

（13） 当事会社間の関係  

 

 

 

資 本 関 係 
平成23年９月30日現在、SMFGは当社の普通株式27,926,750株（発行済株

式総数の20.71％）を間接保有しています。 

 

 

 

人 的 関 係 

当社の取締役のうち、久保健氏、渡邊正三氏及び岩波雅彦氏は、SMFGの完全

子会社であるSMBCの役職員出身者です。また、平成23年９月30日現在、

SMBCの従業員17名が、当社へ出向しています。 

 

 

 

取 引 関 係 
当社は、SMFGの完全子会社であるSMBCから融資を受けているほか、コン

シューマーファイナンス事業における業務提携を行っています。 

 

 

 

関 連 当 事 者 へ の 

該 当 状 況 
当社は、SMFGの持分法適用関連会社であるため、関連当事者に該当します。 

（14） 最近３年間の経営成績及び財政状態（単位：百万円。特記しているものを除きます。） 

決算期 21年３月期 22年３月期 23年３月期 

 連 結 純 資 産 4,611,764 7,000,805 7,132,073

 連 結 総 資 産 119,637,224 123,159,513 137,803,098

 １株当たり連結純資産(円) 2,790.27 3,391.75 3,533.47

 連 結 経 常 収 益 3,552,843 3,166,465 3,845,861

 連 結 経 常 利 益 45,311 558,769 825,428

 連 結 当 期 純 利 益 △373,456 271,559 475,895

 １株当たり連結当期純利益(円) △497.39 248.40 336.85
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１ 株 当 た り 配当金：普通株

式 ( 円 )  
90 100 100

 

（１） 名 称 株式会社三井住友銀行 

（２） 所 在 地 東京都千代田区丸の内一丁目１番２号 

（３） 代表者の役職・氏名 頭取兼最高執行役員 國部 毅 

（４） 事 業 内 容 銀行業、証券業、リース業、その他事業 

（５） 資 本 金 1,770,996百万円（平成23年３月31日現在） 

（６） 設 立 年 月 日 平成８年６月６日 

（７） 

発 行 済 株 式 数 

106,318,401株（平成23年３月31日現在） 

※ 普通株式：106,248,400株 

※ 優先株式：70,001株（平成23年４月１日に、本優先株式の全株式につ

き取得済み） 

（８） 決 算 期 ３月31日 

（９） 従 業 員 数 48,219名（連結）（平成23年３月31日現在） 

（10） 主 要 取 引 先 該当事項はありません。 

（11） 主 要 取 引 銀 行 該当事項はありません。 

（12） 大株主及び持株比率 SMFG（保有割合 100％） 

（13） 当事会社間の関係  

 

 

 

資 本 関 係 
平成23年９月30日現在、SMBCは当社の普通株式27,926,750株（発行済株

式総数の20.71％）を直接保有する筆頭株主です。 

 

 

 

人 的 関 係 

当社の取締役のうち、久保健氏、渡邊正三氏及び岩波雅彦氏はSMBCの役職員

出身者です。また、平成23年９月30日現在、SMBCの従業員17名が、当社

へ出向しています。 

 

 

 

取 引 関 係 
当社はSMBCから融資を受けているほか、コンシューマーファイナンス事業に

おける業務提携を行っています。 

 

 

 

関 連 当 事 者 へ の 

該 当 状 況 

当社は、SMBCの持分法適用関連会社に該当するため、関連当事者に該当しま

す。 

（14） 最近３年間の経営成績及び財政状態（単位：百万円。特記しているものを除きます。） 

決算期 21年３月期 22年３月期 23年３月期 

 連 結 純 資 産 4,518,647 6,894,564 6,983,132

 連 結 総 資 産 115,849,385 120,041,369 132,715,674

 １株当たり連結純資産(円) 41,492.54 49,036.12 50,344.52

 連 結 経 常 収 益 2,989,608 2,579,933 2,711,380

 連 結 経 常 利 益 59,285 557,781 751,208

 連 結 当 期 純 利 益 △317,306 332,497 450,832

 １株当たり連結当期純利益(円) △5,740.34 4,240.20 4,184.07

 
１ 株 当 た り 配当金：普通株

式 ( 円 )  
1,638 1,620 1,388

（注）当社は、SMFG 及び SMBC より、各社及び各社の役員が反社会的勢力等とは一切関係がないことの説明を受け、

また、SMFG は東京証券取引所、株式会社大阪証券取引所、株式会社名古屋証券取引所の各市場第一部及び

ニューヨーク証券取引所に上場しており、SMBC は東京証券取引所の取引参加者であり、その開示情報並びに、
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当社と SMFG 及び SMBC との従来からの資本関係、取引関係等当社の認識している情報も踏まえ、SMFG 及び

SMBC並びにそれらの役員が反社会的勢力等との関係を有していないことを確認しております。 

 

（２）割当予定先を選定した理由 

当社は、「質・量ともに No.１のコンシューマーファイナンスカンパニー」としての確固たる地位を築くべ

く、これまで SMFG グループと良好な関係を築いて参りました。一方、SMFG グループにおいても、消費者金融

事業を含むコンシューマーファイナンス事業を、中長期的に、個人消費を支えるリテールビジネスのライン

ナップの一つとして重視していきたいと考えており、当社グループをコンシューマーファイナンス事業におけ

る中核的存在の一つとして位置づけているとのことです。本第三者割当増資により SMFG グループとの連携を

一層強化することは、業界における競争優位の確立、さらには当社の企業価値向上に資するものであり、また、

SMFG グループの経営資源の更なる活用等により、効率的かつ機動的な事業経営を行うことが可能となること

から、SMFG 又は SMBC に対して当社普通株式を割り当てることが当社の収益力強化に繋がるものと判断するに

いたりました。 

 

（３）割当予定先の保有方針 

SMFG、SMBC 及び当社の３社は、本日公表した「三井住友フィナンシャルグループによるプロミスの完全子

会社化に向けた基本契約締結等のお知らせ」に記載のとおり、当社を SMFG の完全子会社とすることについて

基本契約を締結しており、SMFG 及び SMBC は、当社普通株式を長期保有する意向であることを確認しておりま

す。 

なお、当社は、割当先から、募集株式の発行日から２年間において、割当株式の全部又は一部を第三者に譲

渡した場合には、その内容を書面により東京証券取引所及び当社へ報告すること並びに当該報告内容を公衆縦

覧に供する旨の確約を依頼する予定であります。 

 

（４）割当予定先の払込みに要する財産の存在について確認した内容 

SMFG 及び SMBC が関東財務局に提出した直近の各有価証券報告書に記載の営業収益、総資産額、純資産額、

現預金等の状況を確認した結果、本新株式発行の払込みについて問題のないことを確認しております。 

 

 

７．募集後の大株主及び議決権保有割合 

（１）SMFGが割当てを受けた場合（SMBCが失権した場合） 

募集前（平成23年３月31日現在） 募集後 

株式会社三井住友銀行 22.02％ 株式会社三井住友フィナンシャルグルー

プ 

64.06％

神内 由美子 6.03％ 株式会社三井住友銀行 7.92％

ＳＴＡＴＥ ＳＴＲＥＥＴ ＢＡ 

ＮＫ ＣＬＩＥＮＴ ＯＭＮＩＢ 

ＵＳ ０Ｍ０４ 

(常任代理人 香港上海銀行東京 

支店) 

4.31％ 神内 由美子 2.17％

住友信託銀行株式会社 3.15％ ＳＴＡＴＥ ＳＴＲＥＥＴ ＢＡ 

ＮＫ ＣＬＩＥＮＴ ＯＭＮＩＢ 

ＵＳ ０Ｍ０４ 

(常任代理人 香港上海銀行東京 

支店) 

1.55％

ＣＨＡＳＥ ＭＡＮＨＡＴＴＡＮ 

ＢＡＮＫ ＧＴＳ ＣＬＩＥＮＴ 

Ｓ ＡＣＣＯＵＮＴ ＥＳＣＲＯ 

2.93％ 住友信託銀行株式会社 1.13％



 

 

 

- 9 -

Ｗ 

(常任代理人 株式会社みずほコ 

ーポレート銀行 決済営業部) 

大和証券キャピタル・マーケッ 

ツ株式会社 

2.40％ ＣＨＡＳＥ ＭＡＮＨＡＴＴＡＮ 

ＢＡＮＫ ＧＴＳ ＣＬＩＥＮＴ 

Ｓ ＡＣＣＯＵＮＴ ＥＳＣＲＯ 

Ｗ 

(常任代理人 株式会社みずほコ 

ーポレート銀行 決済営業部) 

1.05％

ＧＯＬＤＭＡＮ，ＳＡＣＨＳ＆ 

ＣＯ．ＲＥＧ 

(常任代理人 ゴールドマン・サ 

ックス証券株式会社) 

2.30％ 大和証券キャピタル・マーケッ 

ツ株式会社 

0.86％

ＭＯＸＬＥＹ ＡＮＤ ＣＯＭ 

ＰＡＮＹ 

(常任代理人 株式会社三井住友 

銀行) 

2.24％ ＧＯＬＤＭＡＮ，ＳＡＣＨＳ＆ 

ＣＯ．ＲＥＧ 

(常任代理人 ゴールドマン・サ 

ックス証券株式会社) 

0.83％

Ｊ．Ｐ． ＭＯＲＧＡＮ ＣＬ 

ＥＡＲＩＮＧ ＣＯＲＰ－ＣＬ 

ＥＡＲＩＮＧ 

(常任代理人 シティバンク銀行 

株式会社) 

2.07％ ＭＯＸＬＥＹ ＡＮＤ ＣＯＭ 

ＰＡＮＹ 

(常任代理人 株式会社三井住友 

銀行) 

0.81％

日本マスタートラスト信託銀行 

株式会社（信託口） 

1.81％ Ｊ．Ｐ． ＭＯＲＧＡＮ ＣＬ 

ＥＡＲＩＮＧ ＣＯＲＰ－ＣＬ 

ＥＡＲＩＮＧ 

(常任代理人 シティバンク銀行 

株式会社) 

0.75％

 

（２）SMBCが割当てを受けた場合（SMFGが失権した場合） 

募集前（平成23年３月31日現在） 募集後 

株式会社三井住友銀行 22.02％ 株式会社三井住友銀行 71.97％

神内 由美子 6.03％ 神内 由美子 2.17％

ＳＴＡＴＥ ＳＴＲＥＥＴ ＢＡ 

ＮＫ ＣＬＩＥＮＴ ＯＭＮＩＢ 

ＵＳ ０Ｍ０４ 

(常任代理人 香港上海銀行東京 

支店) 

4.31％ ＳＴＡＴＥ ＳＴＲＥＥＴ ＢＡ 

ＮＫ ＣＬＩＥＮＴ ＯＭＮＩＢ 

ＵＳ ０Ｍ０４ 

(常任代理人 香港上海銀行東京 

支店) 

1.55％

住友信託銀行株式会社 3.15％ 住友信託銀行株式会社 1.13％

ＣＨＡＳＥ ＭＡＮＨＡＴＴＡＮ 

ＢＡＮＫ ＧＴＳ ＣＬＩＥＮＴ 

Ｓ ＡＣＣＯＵＮＴ ＥＳＣＲＯ 

Ｗ 

(常任代理人 株式会社みずほコ 

ーポレート銀行 決済営業部) 

2.93％ ＣＨＡＳＥ ＭＡＮＨＡＴＴＡＮ 

ＢＡＮＫ ＧＴＳ ＣＬＩＥＮＴ 

Ｓ ＡＣＣＯＵＮＴ ＥＳＣＲＯ 

Ｗ 

(常任代理人 株式会社みずほコ 

ーポレート銀行 決済営業部) 

1.05％

大和証券キャピタル・マーケッ 

ツ株式会社 

2.40％ 大和証券キャピタル・マーケッ 

ツ株式会社 

0.86％

ＧＯＬＤＭＡＮ，ＳＡＣＨＳ＆ 2.30％ ＧＯＬＤＭＡＮ，ＳＡＣＨＳ＆ 0.83％
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ＣＯ．ＲＥＧ 

(常任代理人 ゴールドマン・サ 

ックス証券株式会社) 

ＣＯ．ＲＥＧ 

(常任代理人 ゴールドマン・サ 

ックス証券株式会社) 

ＭＯＸＬＥＹ ＡＮＤ ＣＯＭ 

ＰＡＮＹ 

(常任代理人 株式会社三井住友 

銀行) 

2.24％ ＭＯＸＬＥＹ ＡＮＤ ＣＯＭ 

ＰＡＮＹ 

(常任代理人 株式会社三井住友 

銀行) 

0.81％

Ｊ．Ｐ． ＭＯＲＧＡＮ ＣＬ 

ＥＡＲＩＮＧ ＣＯＲＰ－ＣＬ 

ＥＡＲＩＮＧ 

(常任代理人 シティバンク銀行 

株式会社) 

2.07％ Ｊ．Ｐ． ＭＯＲＧＡＮ ＣＬ 

ＥＡＲＩＮＧ ＣＯＲＰ－ＣＬ 

ＥＡＲＩＮＧ 

(常任代理人 シティバンク銀行 

株式会社) 

0.75％

日本マスタートラスト信託銀行 

株式会社（信託口） 

1.81％ 日本マスタートラスト信託銀行 

株式会社（信託口） 

0.65％

（注１） 議決権保有割合は、平成23年６月27日に提出しております当社第50期有価証券報告書に記載され

た平成 23 年３月 31 日時点の総株主の議決権の数（2,535,922 個）に対する保有議決権数の割合に

より計算しており、小数点以下第三位を四捨五入しております。 

（注２） 本公開買付けは、本第三者割当増資の払込期日より前の平成 23 年 12 月７日を決済開始日としてお

り、また、買付予定数の上限及び下限を設定していないことから、募集後の議決権保有割合は、本

公開買付けの結果により変動する可能性があります。上記の募集後の議決権保有割合の算定に当

たっては、本公開買付けによりSMBCが取得する当社株式等は考慮しておりません。 

 

 

８．今後の見通し 

本第三者割当増資による当社の業績への直接的な影響は軽微です。なお、今後の業績見通しにつきまして

は、当社による本日付け「業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」を併せてご参照ください。 

 

 

９．企業行動規範上の手続きに関する事項 

本第三者割当増資は、希薄化率が 167.6％（議決権における割合 178.2％）となることから、東京証券取

引所の定める有価証券上場規程第432条に定める経営者から一定程度独立した者による当該割当ての必要性

及び相当性に関する意見の入手又は株主の意思確認手続きが必要となります。 

そこで、当社は、平成 23 年８月３日、当社、SMFG 及び SMBC から独立した外部の有識者である日比谷

パーク法律事務所の弁護士水野信次氏、当社社外監査役である森博彰氏及び安永隆則氏の３名によって構成

される第三者委員会を設置し、第三者委員会に対し、本第三者割当増資に係る必要性及び相当性に関する意

見（当社の SMBC 以外の少数株主にとって本第三者割当増資に係る当社取締役会の決定が不利益なものでな

いこと、及び、上記払込金額が会社法第199条第３項に規定されている特に有利な金額には該当しないこと

を含みます。）を諮問いたしました。 

第三者委員会は、平成 23 年８月 11 日より同年９月 28 日まで合計５回開催され、上記諮問事項について

検討を行いました。第三者委員会は、上記諮問事項の検討にあたり、当社から、本第三者割当増資に関する

事項、本公開買付けに関する事項、本完全子会社化手続きに関する事項及びその他必要と思われる事項並び

に第三者委員会からの質問事項についての説明を受けるとともに、当社役員等へのヒアリングを行いました。

また、第三者委員会は、E&Y が当社に対して提出した当社の株式価値算定書及び意見書を参考にするととも

に、E&Y から当社の株式価値算定書及び意見書に関する説明を受けました。加えて、第三者委員会は当社の

フィナンシャル・アドバイザーであるUBS証券会社及び当社のリーガル・アドバイザーである西村あさひ法

律事務所からも、本件取引の手続きに関して説明を受けました。さらに、第三者委員会は、第三者委員会の

独自のリーガル・アドバイザーとして二重橋法律事務所を選任し、本件取引について法的助言を受けており、
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平成23年９月28日付で、本件取引の一環としての本第三者割当増資の条件及びかかる本第三者割当増資を

実施するとの当社取締役会の判断が法的見地から妥当であり、かつ当社取締役の善管注意義務に反するもの

ではない旨の法律意見書を取得しております。第三者委員会は、これらの検討を前提として、平成 23 年９

月 29 日に、当社に対して、本第三者割当増資により資金調達を行う必要性が認められ、また、発行方法及

び発行の条件は相当であると認められる（当社の SMBC 以外の少数株主にとって本第三者割当増資に係る当

社取締役会の決定が不利益なものでないこと、及び、上記払込金額が会社法第199条第３項に規定されてい

る特に有利な金額には該当しないことを含みます。）旨の意見を記載した答申書を提出しております。 

 

 

10．最近３年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況 

（１）最近３年間の業績（連結） 

 平成21年３月期 平成22年３月期 平成23年３月期 

連 結 営 業 収 益 387,950百万円 338,982百万円 238,427百万円

連 結 経 常 利 益 △67,720百万円 17,929百万円 △48,811百万円

連 結 当 期 純 利 益 △125,122百万円 14,566百万円 △96,010百万円

１株当たり連結当期純利益 △986.64円 114.86円 △757.09円

１ 株 当 た り 配 当 金 20.00円 10.00円 ―

１ 株 当 た り 連 結 純 資 産 1,909.65円 2,045.02円 1,249.13円

 

（２）現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況（平成23年９月30日現在） 

 株 式 数 発行済株式数に対する比率 

発 行 済 株 式 数 134,866,665株 100.0％ 

現時点の転換価額（行使価額）に

お け る 潜 在 株 式 数 
15,000,117株 11.1％ 

下限値の転換価額（行使価額）に

お け る 潜 在 株 式 数 
―株 ―％ 

上限値の転換価額（行使価額）に

お け る 潜 在 株 式 数 
―株 ―％ 

 

（３）最近の株価の状況 

① 最近３年間の状況 

 平成21年３月期 平成22年３月期 平成23年３月期 

始  値 2,865円 1,512円 861円

高  値 3,530円 1,699円 1,012円

安  値 1,196円 490円 314円

終  値 1,542円 867円 583円

 

② 最近６ヶ月間の状況 

 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 

始  値 805円 612円 701円 586円 693円 675円

高  値 802円 685円 740円 681円 722円 672円

安  値 521円 527円 551円 568円 666円 500円

終  値 583円 685円 582円 681円 677円 543円

 

③ 発行決議日前営業日株価 

 平成23年９月29日 
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始  値 534円

高  値 564円

安  値 532円

終  値 559円

 

（４）最近３年間のエクイティ・ファイナンスの状況 

該当事項はありません。 

 

 

11．発行要項 

（１）発行新株式数  普通株式 451,977,400株 

（２）発行価額   一株につき 531円 

（３）発行価額の総額  239,999,999,400円 

（４）資本組入額   一株につき 265.5円 

（５）資本組入額の総額  119,999,999,700円 

（６）申込期間   平成23年12月19日から平成23年12月22日まで 

（７）払込期日   平成23年12月26日 

（８）割当先及び割当方法 第三者割当によるものとし、SMFG及びSMBCに全株を割り当てます。 

（９）上記各号については、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律における株式取得に関する計画

届出書の受理及び金融商品取引法に基づく有価証券届出書の効力発生並びに関係当局の許認可等を条件

とします。 

（注１）上記のとおり、SMFG 又は SMBC のいずれか一方のみが申込みを行うことが予定されており、他方は失

権する結果、実際には発行新株式数451,977,400株の半数である225,988,700株をSMFG又はSMBCのいずれか

一方に対してのみ割り当てる予定です。 

（注２）発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であり、資本組入額の総額は会社法上の増加する資本

金の額の総額であります。なお、上記のとおり、SMFG 又は SMBC のいずれか一方のみが申込みを行うことが予

定されており、他方は失権する結果、実際の発行価額の総額は、239,999,999,400 円の半額である

119,999,999,700 円、資本組入額の総額は 119,999,999,700 円の半額である 59,999,999,850 円となる予定で

す。 

（注３）なお、本第三者割当増資は、本公開買付けの結果にかかわらず実施されること（但し、当社取締役会

による本公開買付けに賛同し当社株主の皆様に対して本公開買付けへの応募を推奨する旨の意見表明に係る取

締役会決議を変更又は撤回しないこと等の一定の条件が合意されています。）が予定されております。 

 

 

 

以 上 
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 ＜ご注意事項＞ 

* このプレスリリースには、当社の財政状態及び経営成績に関する当社及び当社経営陣の見解、判

断又は現在の予想に基づく、「将来の業績に関する記述」が含まれております。多くの場合、この

記述には「予想」、「予測」、「期待」、「意図」、「計画」、「可能性」やこれらの類義語が含まれます

が、この限りではありません。また、これらの記述は、将来の業績を保証するものではなく、リ

スクと不確実性を内包するものであり、実際の業績は、このプレスリリースに含まれる若しく

は、含まれるとみなされる「将来の業績に関する記述」で示されたものと異なる可能性がありま

す。実際の業績に影響を与えうるリスクや不確実性としては、以下のようなものがあります。国

内外の経済金融環境の悪化、当社グループのビジネス戦略が奏功しないリスク、合弁事業・提

携・出資・買収及び経営統合が奏功しないリスク、海外における業務拡大が奏功しないリスク、

不良債権残高及び与信関係費用の増加、保有株式に係るリスクなどです。こうしたリスク及び不

確実性に照らし、このプレスリリース公表日現在における「将来の業績に関する記述」を過度に

信頼すべきではありません。当社は、いかなる「将来の業績に関する記述」について、更新や改

訂をする義務を負いません。当社の財政状態及び経営成績や投資者の投資判断に重要な影響を及

ぼす可能性がある事項については、このプレスリリースのほか、有価証券報告書等の各種開示資

料のうち、最新のものをご参照ください。 

* このプレスリリースに含まれる情報を閲覧された方は、金融商品取引法第 167 条第３項及び同施

行令第30条の規定により、内部者取引（いわゆるインサイダー取引）規制に関する第一次情報受

領者として、SMFG 及び SMBC による本公開買付けの開始に関するプレスリリースの発表（平成 23

年９月 30 日午後東京証券取引所の適時開示情報閲覧サービスにおいて掲載された時刻）から 12

時間を経過するまでは、当社の株券等の買付け等が禁止される可能性がありますので、十分にご

注意ください。万一、当該買付け等を行ったことにより、刑事、民事、行政上の責任を問われる

ことがあっても、当社は一切責任を負いかねますので、予めご了承ください。 

*  このプレスリリースは、有価証券に係る売却の申込み若しくは勧誘、購入の申込みの勧誘に該当

する、又はその一部を構成するものではなく、このプレスリリース（若しくはその一部）又はそ

の配布の事実が本公開買付けに係るいかなる契約の根拠となることもなく、また契約締結に際し

てこれらに依拠することはできないものとします。 

*  このプレスリリースは、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものではありませ

ん。この文書は、当社による SMFG 又は SMBC に対する第三者割当増資に関して一般に公表するこ

とのみを目的とする記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘等を目的として作成された

ものではありません。 

* 本公開買付けは、SMBC により、日本で設立された会社である当社の証券を対象として行われるも

のです。これらの会社は日本に所在し、全ての役員及び取締役は日本の居住者であるため、当該

公開買付けに関して米国証券諸法に基づいて生じる可能性のある権利及び請求を執行することは

困難な場合があります。これらの会社又はその役員若しくは取締役を、米国証券諸法への違反を

理由として日本の裁判所に訴えることはできない可能性があります。また、これらの会社及びそ

の関連会社に対し、米国裁判所の判決に従わせることは困難な場合があります。 

* 本公開買付けは、日本の金融商品取引法で定められた手続及び情報開示基準を遵守して実施され

ますが、これらの手続及び基準は、米国における手続及び基準とは必ずしも同じではありませ

ん。特に米国1934 年証券取引所法（Securities Exchange Act of 1934）（その後の改正を含みま

す。）第13条（e）項又は第14条（d）項及び同条の下で定められた規則は本公開買付けには適用

されず、本公開買付けはこれらの手続及び基準に沿ったものではありません。 

* 当社及び SMBC の各財務アドバイザー、公開買付代理人並びに SMBC（それらの関連会社を含みま

す。）は、日本及び米国の証券取引関連法制上許容される範囲で、当社の株式又は新株予約権付社

債を自己又は顧客の勘定で本公開買付けの開始前又は本公開買期間中に本公開買付けによらず買

付け又はそれに向けた行為を行う可能性があります。かかる買付けは、市場内で時価で行われる
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場合も、市場外で交渉により決定された価格で行われる場合もあります。 

* 国又は地域によっては、このプレスリリースの発表又は配布に法令上の制限又は制約が課されて

いる場合がありますので、それらの制限又は制約に留意し、当該国又は地域の法令を遵守してく

ださい。本公開買付けの実施が違法となる国又は地域においては、このプレスリリース又はその

訳文を受領されても、本公開買付けに関する株券等の売付け等の申込みの勧誘又は買付け等の申

込みをしたことにならず、情報としての資料配布とみなされるものとします。 

 

* 本件取引に関するすべての手続は、特段の記載がない限り、すべて日本語において行われるもの

とします。本件取引に関する書類の全部又は一部については英訳が作成されますが、当該英訳の

書類と日本語の書類との間に齟齬が存した場合には、日本語の書類が優先するものとします。 

 


